
  ④関電は、「関電の責任と判断において安全対策工事を進めている」と述べています。(チラシの前文と Q3) 
しかし、前述のように、再稼働を進める全ての電力会社がトラブルを起こしています。これは、原発の点検・保

守や安全維持の困難さを示唆し、配管の腐食や減肉、部品の摩耗などが進んでいることを示しています。また、傲
慢で安全性を軽視することに慣れ切り、緊張感に欠けた電力会社が原発を運転する能力・資格を有していないこと
を実証しています。 

④-１ 関電は、「大型機器やポンプ、配管など取り換えられるものは積極的に取り替え、老朽原発の安全性を確保 
している」としています。(チラシの Q2) 

しかし、取り替えられないもの（原子炉容器、原子炉格納容器、一次系の伝熱細管など）こそ、高放射線にさら
されている部分で、最も老朽化が進んでいる部分です。これらの部分は、高放射線ですから、点検も困難です。 

④-2 関電は、「老朽原発の交換が難しい部分について、特別点検を行い、規制委から運転延長の認を得たから、
安全性は確保できている」としています。しかし、先述のように、規制委のお墨付を得て再稼働した原発の
多くが、再稼働の前後にトラブルを起こしています。電力会社が最も緊張するはずであり、世間も注目して
いる原発再稼働時にトラブルが頻発している事実は、原発の細部にわたる点検は極めて困難であり、見落と
し箇所が多数あり、規制委の認可が極めていい加減であることを実証しています。しかも、規制委の審査の
多くは、電力会社の自己申告のデータに基づいて行われ、規制委自身が確認したものではありません。 

一方、１昨年 1月の高浜原発でのクレーン倒壊、度重なる関連会社のヘリコプターからの資材の落下のように、
関電の事故・トラブルの原因は、通常では考えられないほどお粗末です。傲慢さに慣れ切った関電は、すでにトラ
ブルを防止する体制を喪失しているとしか考えられません。 
なお、関電は、老朽原発を今年 9 月から来年にかけて再稼働させようとしていましたが、2 月 4 日、半年から 9

カ月遅れると発表しました。1 昨年のクレーン倒壊事故などのトラブルによる工事の遅延のためとしています。高
浜原発 1号機では、去る 3月 6日にも火災を発生させています。まともに工事予定を立てることもできず、トラブ
ル続きの関電が老朽原発を安全に運転できるとは考えられません。 

④-3 関電は、安全対策工事として、「高浜１、２号機では。重大事故時に格納容器からの放射線量を低減するた 
め、格納容器上部外側にドーム状の遮蔽を設置する工事を実施しています」としています。 

しかし、福島原発事故では、原子炉建屋が破壊され、膨大な量の放射性物質が建屋外に放出されたのですから、
この遮蔽が、重大事故の防止に役立つとは考えられません。（事故後作業の被曝低減には役立つかもしれませんが。） 
なお、今までの 40数年間もこのドーム状の遮蔽がないままだったことが問題です。隣にある 1985年に運転を開

始した 3、4号機はこの遮蔽をつけているのですから、関電は、必要性を認識しながら少なくとも 30年以上放置し
ていたことになります。 

④-4 関電は、安全対策工事として、「美浜 3号機では、使用済み燃料を保管しているラックの耐震性向上のため 
の工事を実施しています」としています。 

しかし、使用済み燃料のラックを取り替えたところで、「むき出しの原子炉」ともいわれる使用済み燃料プール
の危険性は若干軽減されるだけで、プール本体の倒壊など、重大事故の危険性があることには変わりはありません。  
プールに使用済み核燃料を保管しないこと（原発を運転しないこと、使用済み燃料をつくらないこと）以外に、

危険を避ける方法はありません。 

取替えが難しい「原子炉容器」、「原子炉格納容器」、「コン 
クリート構造物」については、通常のメンテナンスに加え、運転開始
から 40年を迎える前に劣化の状況を詳細に把握するための特別点検を
行い、問題がないことを確認し、原子力規制委員会から運転期間延長
の認可をいただきました。 

高浜 1、2 号機では、重大事故時に格納容器からの放射線量 
を低減するため、格納容器上部外側にドーム状の遮へいを 
設置する工事などを実施しています。 
美浜 3 号機では、使用済燃料を保管しているラックの耐震性向上のた
め、床にラックを固定せず、地震の揺れを軽減するタイプのものに取
り替える工事などを実施しています。 
高浜 1 号機は 2020 年 5 月に、高浜 2 号機は 2021 年 1 月に、美浜 3 号
機は 2020 年 7 月に工事を完了する予定です。 

  の部分が取り替  
  えている場所 

 電力会社や原発を推進する政府は、チェルノブイリ原発の事故の後にも「日本の原発は、厳重な安全管理をしているから、事故を起こすはずがない」という「安全神話」で人々
を欺いていました。スリーマイル島、チェルノブイリ、福島の原発事故は、それぞれ事故原因や事故の経緯が異なります。原発事故の原因は多様で、福島の事故も、その原因が
確定されているとは言えません。事故炉の内部が分かっていないのですから、確定しようがないのです。現在科学技術は、原発の事故原因の全てに対応できるほど進歩していな
いのです。次の原発重大事故は別の原因で起こる可能性が高く、事故が起これば、原発推進派は「想定外」であったと開き直るでしょう。 
原発は、万が一にも重大事故を起こしてはならないのですから、人類の手に負えない原発は即時全廃しなければならないと考えます。 
原発重大事故は、職場を奪い、農地を奪い、漁場を奪い、生活の基盤を奪い去ります。人の命と尊厳を蹂躙（じゅうりん）します。 

若狭を第２の福島にしてはなりません！ 

「5.19老朽原発うごかすな！関電包囲全国集会」で、 
関電と政府に若狭の原発全廃を決断させましょう！ 
【5月 19日（日）13時より、「原発うごかすな！実行委員会@関西・福井」主催】 
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